
   南国市新規狩猟者確保事業費補助金交付要綱 

 

                 平成２５年１１月２７日 告示第１０９号  

                 平成２７年 ４月２２日 告示第 ４３号  

                 平成２８年１０月２８日 告示第１２２号  

                 平成３０年 ８月 ７日 告示第１０９号  

                 令和 元年 ５月 ８日 告示第  ４号  

                 令和 ３年 ５月２５日 告示第 ８３号  

                 令和 ４年 ５月２５日 告示第 ９６号  

                 令和 ５年 ５月３０日 告示第 ５８号  

                 令和 ６年 ５月２９日 告示第 ９４号  

                 令和 ７年 ３月２５日 告示第 ３２号  

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、南国市補助金の交付に関する条例（昭和５３年南国市条例第２０号）第

１７条の規定に基づき、南国市新規狩猟者確保事業費補助金（以下「補助金」という。）の

交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （補助目的） 

第２条 この補助金は、狩猟免許等の取得に要する費用を補助することにより、有害鳥獣によ

る農林業被害を軽減するための有害鳥獣捕獲の担い手となる狩猟者の確保を目的とする。 

 （補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助金の交付の

対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助金の交付の対象となる者（以下「

補助対象者」という。）、補助限度額及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。 

 （交付申請） 

第４条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、南国市新規狩猟者確保事業費

補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （交付決定） 

第５条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付する

と決定したときは南国市新規狩猟者確保事業費補助金交付決定兼確定通知書（様式第２号）

により、交付しないことを決定したときは南国市新規狩猟者確保事業費補助金不交付決定通

知書（様式第３号）により、補助対象者に通知するものとする。 

 （交付請求） 

第６条 前条の規定による補助金の交付の決定及び額の確定の通知を受けた補助対象者は、南

国市新規狩猟者確保事業費補助金交付請求書（様式第４号）を市長に提出し、補助金の交付

の請求を行うものとする。 



 （交付決定の取消し等） 

第７条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の

全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その取消しに係る金額の返還

を命じることができる。 

 (1) この要綱に違反したとき。 

 (2) 虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。 

 (3) 補助金の交付の条件に違反したとき。 

 (4) 南国市補助金の交付に関する条例別表に掲げる事項のいずれかに該当するとき。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める

。 

 

   附 則 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

２ この要綱は、令和８年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基づ

き交付された補助金について第７条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。 

   附 則（平成２７年告示第４３号） 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２８年告示第１２２号） 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年告示第１０９号） 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和元年告示第４号） 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和３年告示第８３号） 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和４年告示第９６号） 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和５年告示第５８号） 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和６年告示第９４号） 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和７年告示第３２号） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



別表（第３条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 補助対象者 補助限度額 補助金の額 

狩猟免許の取得  一般社団法人高知県猟友

会が実施する初心者講習会

の受講に要した経費 

 

 補助金の申請を行う年度中に狩猟免許を取得した

者で、次のいずれにも該当するもの 

 (1) 狩猟免許の取得の時点において、南国市の住

民基本台帳に記録されているもの 

 (2) 南国市が実施する有害鳥獣の捕獲に従事又は

協力する旨の誓約書を提出したもの 

 (3) 高知県税及び南国市税の滞納がないもの 

１０，０００円 

補助対象経費の合計額

（１，０００円未満の

端数切捨て）と補助限

度額を比較し、いずれ

か低い額  狩猟免許試験の申込時に

必要な診断書の発行に要し

た経費 

 

２，０００円 

猟銃の所持の許可  猟銃を所持する許可申請

に係る射撃教習の受講に要

した経費 

 補助金の申請を行う年度中に猟銃の所持の許可を

受けた者で、次のいずれにも該当するもの 

 (1) 猟銃の所持の許可を受けた時点において、南

国市の住民基本台帳に記録されているもの 

 (2) 南国市が実施する有害鳥獣の捕獲に従事又は

協力する旨の誓約書を提出したもの 

 (3) 過去に同様の射撃教習を受講していない者 

 (4) 高知県税及び南国市税の滞納がないもの 

３７，０００円 

 


